
緊急時要援護者見守り支援事業（まもりん） 

 

多久市社会福祉協議会では、高齢者や体の不自由な人たちに対する緊急時の迅速

な対応として、万が一の緊急時に備える緊急時要援護者見守り支援事業（まもりん）を

推進しております。 

 

対象者 

多久市に居住する次のいずれかに該当する人のうち、 

この事業の利用を希望する方 

１ ひとり暮らしの方 

２ 高齢者のみでお住まいの方 

３ 日中おひとりになられる高齢者 

４ 心身に障害のある方(手帳の有無は問いません） 

５ その他、救急時の対応に不安がある方 

まもりんの内容 

医療・服薬・緊急連絡先などの情報を専用容器に入れ、 

家庭の冷蔵庫の外側に保管。 

１ 保管容器 

２ 医療・服薬・緊急連絡先などの情報シート 

３ 玄関用シール 

４ 冷蔵庫用マグネット 

※原則１世帯セットの配布とします。 

保管容器に入れる 

もの 
情報シート 

情報更新及び 

見守り支援について 

保管容器の中の情報が、最新のものに更新されているか

確認させていただくため、概ね１年に１回は民生委員児童

委員等がご自宅を訪問します。 

協働機関 

多久市 

多久市区長会   

多久市民生委員児童委員連絡協議会 

問合せ先 多久市社会福祉協議会絡協議会 （0９５２‐７５‐３５９３） 
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